
 

 

 令和８年 

 第１回市議会定例会 議案第５６号 

   函館市公営企業の設置等に関する条例の一部改正について 

 函館市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

  令和８年２月２５日提出 

 

                  函館市長 大 泉   潤   

 

   函館市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 函館市公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年函館市条例第５１

号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項第４号ウを次のように改める。 

  ウ 市立函館病院附属南かやべクリニック 

   (ｱ) 位置 函館市川汲町１５２０番地４ 

   (ｲ) 診療科目 内科および外科 

   (ｳ) 病床数 １９床 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和９年４月１日から施行する。 

 （重要な公の施設の措置に関する条例の一部改正） 

２ 重要な公の施設の措置に関する条例（昭和３９年函館市条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第３号中「病院」を「病院，南かやべクリニック」に改める。 

 （函館市立病院条例の一部改正） 

３ 函館市立病院条例（平成１６年函館市条例第９５号）の一部を次の

ように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    市立函館病院等の使用料等に関する条例 

第１条中「市立函館南茅部病院（以下「病院」を「市立函館病院附 



 

属南かやべクリニック（以下「病院等」に，「病院の」を「病院等の」 

に改める。 

  第２条第１項各号列記以外の部分中「病院の診療」を「病院等の診

療」に，「，駐車場」を「および駐車場」に改め，「および電気器具

（市立函館南茅部病院に設置したものに限る。）の使用料（以下「電

気器具使用料」という。）」を削り，同項第４号中「，駐車場使用料

および電気器具使用料」を「および駐車場使用料」に改め，同号エを

削り，同条第２項中「電気器具使用料ならびに」を削る。 

  第３条第３項を削る。 

  第５条および第６条各号列記以外の部分中「病院」を「病院等」に

改める。 

  別表第１中「市立函館南茅部病院」を「市立函館病院附属南かやべ

クリニック」に改める。 

  別表第４を削る。 

 （函館市病院局職員資格取得資金貸与条例の一部改正） 

４ 函館市病院局職員資格取得資金貸与条例（平成２８年函館市条例第

５５号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「市立函館南茅部病院（以下「市立病院」を「市立函館病

院附属南かやべクリニック（以下「病院等」に改める。 

 第２条，第９条第２号および第３号ならびに第１０条第１項第１号

中「市立病院」を「病院等」に改める。 

 （函館市看護師等修学資金貸付条例の一部改正） 

５ 函館市看護師等修学資金貸付条例（昭和３９年函館市条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「市立函館南茅部病院（以下「病院」を「市立函館

病院附属南かやべクリニック（以下「病院等」に改め，同条第２号中

「病院」を「病院等」に改める。 

 第６条第１号および第２号，第７条第１号，第３号および第４号な

らびに第８条中「病院」を「病院等」に改める。 

 



 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

市立函館南茅部病院を廃止し，川汲町に市立函館病院附属南かやべク

リニックを設置するため 


